








　市内の保育所（園）を希望する場合は、希望する保育所（園）、市外の保育所（園）を希望する場合は、
石和保健福祉センター児童課保育所担当もしくは各支所の保育所担当から受け取ってください。
（お子さんを2人以上入所希望する場合、お子さん一人につき１枚の申込書を受け取ってください。）

申込書配布について■

◎問合せ先
●

●

●

●

●

●

平成17年12月1日（木）から平成17年12月7日（水）まで（休園日を除く）

　市では、平成1８年４月から新たにお子さんを保育所・保育園へ入所を希望される方の申込書の配布を始めます。
　保育所（園）は、保護者の方が病気や出産のほか、働いているなど日中お子さんを保育できない場合に保護者
に代わって保育する児童福祉施設です。

入所（園）の対象■ 保護者の就労や出産・病気・病人の看護など、家庭で保育できないと認められる児童。

立
公 石和第一保育所 石和町八田249 055-262-2870 80人
公 石和第二保育所 石和町四日市場2210 055-262-2668 150人
公 石和第三保育所 石和町中川330 055-262-2061 90人
公 石和第四保育所 石和町小石和1 055-262-3313 210人
公 石和第五保育所 石和町松本181-1 055-262-2431 60人
私 わかば保育園 石和町市部693-5 055-262-5737 30人
公 御坂東保育所 御坂町下黒駒2122 055-264-2426 45人
公 御坂西保育所 御坂町夏目原870 055-262-5842 90人
公 御坂北保育所 御坂町金川原380 055-263-0556 75人
公 御坂葵保育所 御坂町大野寺667 055-262-3208 90人
私 英保育園 御坂町成田692 055-263-1280 60人
私 木の花保育園 一宮町一ノ宮1684 0553-47-0901 60人
私 一宮保育園 一宮町東原410 0553-47-2548 90人
私 都保育園 一宮町本都塚117 0553-47-0415 45人
私 相興保育園 一宮町中尾949 0553-47-0623 60人
私 あさま保育園 一宮町金沢227-36 0553-47-0099 60人
公 八代花鳥保育所 八代町竹居2127 055-265-2520 45人
公 八代御所保育所 八代町米倉37 055-265-3475 60人
私 博愛保育園 八代町北1762 055-265-2047 120人
私 八代保育園 八代町南931 055-265-2205 120人
私 境川保育園 境川町小黒坂1640-1 055-266-4132 150人
公 かすがい西保育所 春日居町熊野堂243-3 0553-26-2359 100人
公 かすがい東保育所 春日居町加茂319 0553-26-3283 100人

各園にて配布

住所が石和地区で、市外の保育園の申込み 保健福祉部児童課
住所が御坂地区で、市外の保育園の申込み 笛吹市役所御坂支所
住所が一宮地区で、市外の保育園の申込み 笛吹市役所一宮支所
住所が八代地区で、市外の保育園の申込み 笛吹市役所八代支所
住所が境川地区で、市外の保育園の申込み 笛吹市役所境川支所
住所が春日居地区で、市外の保育園の申込み 笛吹市役所春日居支所

※また新規申込書の受付日程につきましては、12月号の広報にてお知らせします。

広域

施　設　名 所　在　地 電話番号 定 員 配布場所

保 健 福 祉 部 児 童 課
御坂支所健康福祉課保育所担当
一宮支所健康福祉課保育所担当

055－261－1904
055－262－2271
0553－47－1111

八代支所健康福祉課保育所担当
境川支所健康福祉課保育所担当
春日居支所健康福祉課保育所担当

055－265－2111
055－266－2111
0553－26－3111

※現在育児休業中で、平成18年度途中で職場復帰する場合は、予約入所の申し込みができますので、
今回申込書を受け取っていただき、申し込みの準備をしてください。

※育児休業制度を利用している世帯については、基本的には保育所への入所はできませんが（現在入所している
児童についても、一旦退所していただきます）、世帯の状況によってはご相談に応じますので申し出てください。

◎問合せ先 ●市民環境部
●御 坂 支 所
●一 宮 支 所

環境対策課
住 民 課
住 民 課

055-261-2044
055-262-2271
0553-47-1111

●八 代 支 所
●境 川 支 所
●春日居支所

住 民 課
住 民 課
住 民 課

055-265-2111
055-266-2111
0553-26-3111

　笛吹市では、ごみの減量化を図るため、皆さまからア
イデアを募集します。
　「うちの家では、こんな事をしている！」、「笛吹市で
こんなことをして欲しい！」などのご意見を、どんどん
お寄せください。

※住所、氏名、電話番号を記載してください。

１．収集場所及び時間
　●12月３日（土）午前８時～午前11時
　　御坂地区　　御坂支所駐車場
　　八代地区　　八代支所前駐車場
　　境川地区　　境川支所裏駐車場

　●12月４日（日）午前８時～午前11時
　　石和地区　　市役所本庁舎駐車場
　　一宮地区　　福祉センター前駐車場
　　春日居地区　春日居支所北側駐車場
※収集場所はお住まいの地区だけではなく、
他の収集場所に出すことも可能です。

２．処理料金
　

　自転車　　　　　　　　　100円
　リヤカー・トラクター　　300円
　　〃　ホイール付　　　　800円
　軽・普通車　　　　　　　400円
　　〃　ホイール付　　　　500円
　　　　　　　　　　　すべて無料

　最近ごみ収集場所に、明らかにお店から出し
たと思われるものが捨ててあります。事業主の
方は、必ずごみ収集業者と廃棄物処理委託の契
約してください。
　なお、旧町村単位で許可された指定業者があ
りますので、詳細については下記へご連絡くだ
さい。

宛 先
方 法
住 所
F A X

笛吹市役所 環境対策課
FAX又は郵送
〒406-8510　笛吹市石和町市部777
055-262-4115

■
■
■
■

タイヤ処理費

バッテリー処理費

　古タイヤ（ホイール装着のままでも可）とバッ
テリーのみです。
　お店などの事業によって排出された、古タイヤ
やバッテリーは収集しません。
　また、粗大ごみ、パソコン、家電リサイクル法
対象商品であるエアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯
機などは、収集しません。

　12月31日から１月３日までの４日間は、可燃
ごみの収集は行いませんが、12月29日、30日及
び１月４日については、年末年始の特別収集を
行う地区があります。
　詳しくは、来月号（12月号）のふえふきカレ
ンダーでお知らせいたします。

　笛吹市では、ご家庭の古タイヤとバッテ
リーの収集を行います。
　バッテリーについては無料ですが、古タ
イヤについては、処理料がかかりますので、
ご注意ください。

　今年の4月からは、市内全域で祝日も回収します。
ごみ出しの曜日を間違えずにだしてください。



具体的活動内容■

開設日
時 間

■

■

■

■

◎問合せ先 ●

●

●

●

●

●

通　報 相　談

笛吹市児童虐待防止ネットワーク事務局　笛吹市保健福祉部児童課児童家庭担当

緊急を要する場合は中央児童相談所 実務者会議の招集

東八代医師会　東山梨医師会
笛吹警察署　日下部警察署　中央児童相談所

民生委員・児童委員協議会　教育委員会　小中学校
保育園・幼稚園　保健福祉部　福祉事務所

家庭相談員　母子自立支援員　各支所健康福祉課

【実務者会議】
情報の収集、調査活動　検討会議　援助活動

【代表者会議】
虐待防止の啓発、情報交換、関係機関との連携・調整

中央児童相談所

連　携 相談・通告

もしかして虐待ではないかと思ったら、気付いたら、発見したら通報を。　 0120－138－015フリーダイヤルです

笛吹市児童虐待防止ネットワーク

月曜日から金曜日（祭日は除く）
午前１０時から午後４時

場 所
電 話

石和保健福祉センター
0120－138－015フリーダイヤルです

16～64歳まで
の健康な人

◎問合せ先
●御坂支所健康福祉課 055-262-2271
●八代支所健康福祉課 055-265-2111

実施日 実施場所 時　間 対象者
11月15日（火）
11月29日（火）

八代支所
御坂西小学校体育館前

午前9時30分～12時
午後 1時～3時30分

＊対象者には、１０月末に予診票、契約医療機関等の詳しい
お知らせをします。接種時期等の内容をよく確認し契約
医療機関にて予防接種を受けてください。

＊他市町村より転入してきた方、予診票のない方、有効期限切れの方
はお住まいの地域の下記連絡先までお問い合わせください。

平成17年８月生まれ

平成16年 11月生まれ

平成 6年 11月生まれ

予防接種名 対象児
Ｂ Ｃ Ｇ
三種混合Ⅰ期初回・追加
麻 し ん
風 し ん
二 種 混 合

・本人確認の出来るもの（運転免許証、健康保険証、パ
スポート、各種年金手帳、各種福祉手帳など）

・献血手帳（お持ちでない方は当日発行します）

地　域　住　民
ネットワーク構成団体
（疑い、発見）

　児童虐待の未然防止、早期発見及び児童とその家族への支援を図るため医療・教育・福祉の関係者
や地域関係者との組織的な連携をより強化することを目的に虐待防止ネットワークを設置しました。

　どんなに科学が進歩しても、血液は人工的に造
ることはできません。患者さんの命を救うため、
皆さんの尊い献血をおまちしています。

虐待の通告・発見があった場合、
虐待を受けた児童や家庭に対して、
ネットワークの構成機関が連携、
協力を行い、早期対応や家庭支援
等に向けての活動を行います。

　児童家庭に関する悩み・相談等に専門の家庭相談員が応じています。秘密は厳守されますので、ひとり
で悩まずにご相談ください。また、電話でも受付をしております。

保健福祉部健康づくり課
御坂支所健康福祉課
一宮支所健康福祉課

055－261－1901
055－262－2271
0553－47－1111

八代支所健康福祉課
境川支所健康福祉課
春日居支所健康福祉課

055－265－2111
055－266－2111
0553－26－3111

◎申込・問合せ先

　育児サポーターとは、育児を手伝って欲しい人からの依頼に応じて、子どもの一時預かりなどの支援を行うものです。
育児を手伝って欲しい人、手伝える人を会員組織にして、市がその運営を行います。｢次世代育成支援対策推進法｣にお
ける育児支援の一つで厚生労働省が進めている、仕事と育児の両立を支援する施策の一つです。

講師名講義科目時　間月　日

1月14日(土)

午前9時～9時30分
午前9時30分～9時50分
午前10時～正午
午後1時～午後3時

午後7時～午後9時

午前9時～正午
午後7時～午後9時

午後7時～午後9時

午後7時～午後9時

午後1時～午後3時

午後7時～午後9時

午前9時～午前11時

午前11時～正午

午後1時15分～

受　付

開講式、オリエンテーション

心の発達とその問題

子どものからだの発育と発達

子どもの栄養と食生活について

子どもの事故と安全　応急処置

子どもの健康管理

子どもの遊び(実技を含む)

子どもの世話

保育の心

保育サポートを提供するために

終了後の活動について

閉講式・修了証書授与

1月18日(水)

山梨県立大学
助教授坂本玲子先生

弦間医院　小児科医
弦間夕紀子先生

1月21日(土)

1月25日(水)

栄養士

保健師

保健師
1月28日(土)

一宮温泉病院　小児科医
瀧森しのぶ先生

山梨県立大学
助教授　高野牧子先生

1月31日(火) 山梨県立大学
教授　阿部真美子先生

2月4日(土)
笛吹市働く婦人の家
専任指導員

笛吹市民であって養成講座の全日程に出席
可能な方。また、終了後に育児サポーター
の活動ができる方
平成１７年１１月１日（火）～１１月２５
日（金）午前９時～午後５時
ただし、土・日曜日、祝日は除きます。
３０人（定員になり次第締め切ります）

無料　(但し、テキスト代２，５００円が必
要になります)
働く婦人の家に備えつけの申込書に、必要
事項を記入しテキスト代を添えて申し込ん
でください。
修了生には、(財)女性労働協会から修了証書
が授与されます。

応募資格

受付期間

定　　員

受 講 料

申込方法

そ の 他

■

■

■

■

■

■

●笛吹市働く婦人の家　055－265－4596 ●八代支所地域振興課　055－265－2111(内線243)

　近津用水の歩道整備と新しい交差点の開通に
伴い、県営石和温泉管理事務所から石和常磐ホ
テルまでの区間において、近津用水の両側道路
が一方通行となります。
　通行方法をご確認のうえ、安全に通行してく
ださい。

◎問合せ先
●

●

055－262－0110
055－265－4761

笛 吹 警 察 署
笛吹市役所建設部土木課

変更区間
石和温泉
管理事務所至

石
和
温
泉
駅

至笛吹川

近津用水

一方通行（進行方向）

交互通行

至笛吹市役所

笛吹川

桜温泉通り東入口

至春日居

至
山
梨
市

国道411号線
笛
吹
橋

午前9時～正午

午前9時～正午



◎問合せ先

◎問合せ先

　医療機関で高額の一部負担金を支払ったときで、次のような場合には、申請により限度額を超えた
分が支給されます。（該当になった場合は市から個別に通知が送られます。）

　70歳以上の方は１カ月に、医療機関の窓口で支払った費用の合計が下表の限度額を超えた場合には、
申請により超えた分の払い戻しが受けられます。（該当になった場合は市から個別に通知が送られます。）

１人の人が１カ月に、同じ医療機関に支払った一部負担金が下記表の限度額を超えたとき、超
えた分が払い戻されます。

同一世帯で１カ月に、一部負担金を21 000円以上（保険給付の対象となる部分のみ　※食事療
養費等は除いた金額です。）支払った場合が２回以上あったとき、それらを合計して、下記表
の限度額を超えた分が払い戻されます。
（世帯合算）
※世帯合算は、家族の一部負担金を合算する場合だけでなく、１人の人が１カ月に複数の医療
機関等で一部負担金を支払っている場合も適用できます。　

同一世帯で、12カ月以内に４回以上高額療養費の支給を受けるとき、４回目からは１カ月に下
記表の限度額を超えた分が払い戻されます。（多数該当）

（１）

（２）

（３）

自己負担限度額（月額）
4回目以降3回目まで

住民税課税世帯

上位所得者（＊） 実際の医療費が466 000円を
超えた場合は、超えた分の1％
の額を加算

実際の医療費が241 000円を
超えた場合は超えた分の1％
の額を加算

139,800円

一　般
72,300円

住民税非課税世帯
（世帯全員が住民税非課税）

■（＊）基礎控除後の所得が670万円を超える世帯　■注意：＿金額は保険対象部分のみの額です。

40,200円

77,700円

24,600円35,400円

40,200円
24,600円
15,000円

外　　来 入院および世帯ごとの限度額

一定以上所得者

一　　般

低　Ⅱ

低　Ⅰ

（＊２）

（＊３）

（＊１） 40,200円

12,000円

8,000円

72,300円＋ (実際の医療費－361,500円)×1％ 　
（4回目以降　40,200円）＊４

■注意：＿金額は保険対象部分のみの額です。　
■(＊１)同一世帯に次のとおり一定以上の所得のある方が居る場合

　同一世帯において、世帯主及び70歳以上の国保
被保険者で課税所得145万円以上※の方が居る
※平成17年７月までは124万円以上　

国民健康保険対象者（昭和７年10月1日以降に生まれた方） 老人保健対象者(昭和７年９月30日以前に生まれた方、
または、65歳以上で一定の障害にある方)

　同一世帯において、70歳以上の方（社保も含む）
で課税所得145万円以上※の方が居る
※平成17年７月までは124万円以上

国民健康保険対象者（昭和７年10月1日以降に生まれた方） 老人保健対象者(昭和７年９月30日以前に生まれた方、
または、65歳以上で一定の障害にある方)

◎ただし、次に該当する旨の申請があった場合を除く

70歳以上の国保加入
者が１人の世帯

年収484万円未満
平成1 7年７月までは

450万円未満

70歳以上の国保加入
者が２人以上の世帯

年収621万円未満
平成1 7年７月までは

637万円未満

70歳以上の方社保も含む
が１人の世帯

70歳以上の方社保も含む
が２人以上の世帯

年収621万円未満
平成17年７月までは

637万円未満

年収484万円未満
平成17年７月までは

450万円未満

国民健康保険対象者（昭和７年10月1日以降に生まれた方） 老人保健対象者(昭和７年９月30日以前に生まれた方、
または、65歳以上で一定の障害にある方)

■(＊２)

世帯全員が住民税非課税同一世帯の世帯主及び国保の被保険者が住民税非課税

国民健康保険対象者（昭和７年10月1日以降に生まれた方） 老人保健対象者(昭和７年９月30日以前に生まれた方、
または、65歳以上で一定の障害にある方)

■(＊３)

　上記＊２に該当し、同一世帯の世帯主及び国保の
被保険者の所得が必要経費・控除を差し引いたとき
に０円となる方

　上記＊２に該当し、世帯全員の所得が必要経費・
控除を差し引いたときに０円となる方

（年金の所得は控除額を65万円として計算）
■(＊４)　（　）内は、年４回以上高額療養費を受けた場合（多数該当）の４回目以降の限度額。

詳しい内容等につきましては、国民健康保険課までお問い合わせ下さい。

介護保険サービスを受ける前に健康診断が必要となる場合があります。国の基準はつぎのとおりです。

●市民環境部　国民健康保険国保総務担当　055-262-4111（内線12１）

● 保健福祉部　介護保険課　介護総務担当　055－261－1903

＊１ 有料老人ホームや軽費老人ホームが、入所者である要介護者等に対し、サービス計画により入浴・排泄・食事などの介護、生活等に関
する相談・助言等の日常生活上の世話、機能訓練・療養上の世話を行うサービス

＊２介護サービス計画を作成するため介護支援専門員（ケアマネジャー）と保健・医療・福祉サービスを提供する担当者が参加する会議
＊３病院・診療所・薬局の医師・薬剤師などが、療養上の管理や指導を行うサービス

1.施設系サービス、認知症対応型グループホーム、特定施設入所者生活介護の場合
　介護老人福祉施設、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護（グループホーム）、特定施設入所者生活
介護（＊１）は、利用者が相当期間以上にわたって集団生活を送ることになりますので、サービス事業者は健康
診断書の提出などの方法により利用申込者の健康状態を把握することが必要となります。サービス事業者は、主
治医からの情報提供などによっても必要な健康状態の把握ができない場合に別途利用者に健康診断書の提出を求
めることができる、とされています。
　なお、診断書の発行費用は、原則として利用申込者が負担することとなっています。また、利用申込者が診断
書の提出に応じないと事業所から入所を拒否される場合があります。　

2.１以外のサービスの場合
　その他の居宅サービス（訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、短期入所生活介護、介護老人保健施設における
短期入所療養介護）は、通常相当期間以上にわたって集団生活を送るサービスではないことから、必ずしも健康
診断書の提出などによる事前の健康状態の把握が不可欠とは言えませんが、サービス担当者会議（＊２）におけ
る情報の共有、居宅療養管理指導（＊３）による主治医からの情報提供によっても健康状態の把握ができない場
合に限り健康診断書の提出が認められています。
　なお、診断書の発行費用は、利用申込者とサービス提供事業者との協議によるものとされています。また、利用
申込者が診断書の提出に応じなくても事業所はサービス提供を拒否することが原則としてできない、とされています。



開催日 時　　間 会　　場 対象地域

平成17年11月24日（木） 笛吹市スコレーセンター

用紙配布
　午後１時～１時30分
説明会
　午後１時30分～４時

笛吹市（石和町・春日居町）

平成17年11月25日（金） 笛吹市八代総合会館

用紙配布
　午後１時～１時30分
説明会
　午後１時30分～４時

笛吹市（御坂町・一宮町・八
代町・境川町）・中道町・豊
富村・芦川村

　山梨税務署では、給与の支払者を対象に、平成17年度分年末調整、法定調書等の作成について説明会
を開催します。説明会では「年末調整のしかた」及び「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提
出の手引」などを用いて説明いたしますので、関係書類等を必ず持参の上ご来場ください。なお、事前
の申し込みは不要ですので、直接会場へお越しください。

　㈳山梨県建築士会石和支部では、第７回無料相談会を開催いたします。また、木造建物耐震診断（簡
易診断）も合わせて行い、建物全般についての相談事を専門家がお聞きして、安心して住むことのでき
る住まいづくりのお手伝い「無料相談会」を開催します。
　昭和56年、国の新耐震法制定以前の住宅は、震度5から6で倒壊するおそれがありますので、建築士
会石和支部会員の応急危険度判定士による適切なアドバイスをお受けください。今回は建物全般につい
ての相談も受け付けます。
　また、今話題となっているアスベストの正しい対処の仕方など、県の担当者によるアドバイス、建築
等について困っていることの相談に山梨県弁護士会の弁護士が相談を受け付けます。
　なお、相談日には、地震の大きさを体験していただく起震車も用意しますので、一人でも多くの皆様
に体験していただき、地震の怖さを確認して地震に備えていただきたいと思います。

■日時　平成17年11月19日（土）午前10時～午後４時　　　　　■場所　笛吹市役所八代支所

山梨税務署　法人課税第１部門　源泉担当　0553-22-2940
笛吹市役所　総務部　税務課　市民税担当　055-262-4111（内線 134～137）

㈳山梨県建築士会石和支部　　　055-262-7397
笛吹市役所　建設部　土木課　　055-265-4761

　笛吹市商工会と笛吹市経済懇話会が共催して産業フェアを開催します。先着のお楽しみ抽選会や、色々
な出店で皆様のお越しをお待ちしています。

■日時　平成17年11月3日午前９時～午後３時　　■場所　いちのみや桃の里スポーツ公園グラウンド
■共催　笛吹市商工会　笛吹市経済懇話会

　北海道日本ハムファイターズの選手は、毎年自主トレなどで笛吹市春日居町を訪れ地域住民との交流
を深めています。
　11月24日には「ホテル春日居」で選手会が主催する納会が行われ、選手やスタッフなど約100人が笛
吹市を訪れます。市内で選手などを見かけましたら気軽に声をかけ歓迎しましょう。

笛吹市商工会　055-263-7811
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　国民年金は、すべての人に生涯にわたって基礎年金を支給する制度です。病気や事故で障害になっ
たり、生計維持者が死亡したときの不測の事故にも備えることができる、皆さんの暮らしを支える大
切な制度です。国民年金制度について理解して頂くため日頃の疑問・不安にお答えします。

保険料を納めても、
年金は本当にもらうことができますか？

学生でも国民年金に
加入しなくてはいけませんか？

保険料を納めるのが困難なときは
どうしたらいいですか？

貯金や個人年金と国民年金は
どう違うのですか？

　国民年金は、厚生年金・共済年金とともに、
国が長期的見通しをたてながら、責任をもっ
て運営する公的年金制度です。また、万が一

の場合でも生活に困らないように、老齢年金のほか
に、障害になったときや遺族への年金もあります。

　経済的な理由などで保険料を納めること
が困難な方 本人・配偶者・世帯主の前年の
所得が一定基準以下 は申請することで保険

料の納付が免除される制度があります。また、30
歳未満の方であれば本人と配偶者の所得が一定基
準以下であれば保険料の納付が猶予される制度も
あります。 平成17年４月から始まりました。
　保険料を免除された期間の保険料は10年以内で
あれば後から納めることができます。 ３年目から
は当時の保険料に加算額がつきます。

今まで保険料を納めていない期間分は、
後からでも納めることができますか？

結婚して配偶者の扶養となりました。
どのような手続が必要ですか？

　原則として、毎月の保険料は翌月末まで
に納めなければなりません。しかし、過去
の保険料が未納の場合は、現在の保険料に

加えて2年以内であれば過去の分も納めることが
できます。ただし、免除や若年者納付猶予、学生
納付特例の承認を受けた期間については、10年ま
でさかのぼって保険料を納めることができます。
　さかのぼって納める場合は、免除を受けた年度
から２年度を超えたものには一定額が加算されます。

　国民年金の第３号被保険者の届出が必要
となります。健康保険または船員保険の被扶
養者の届出と一緒に、年金手帳等の必要書類

を添えて、配偶者の勤務している会社または共済組
合等に提出して下さい。

年金を受ける前に年金額を知りたいのですが、
手続はどうしたらいいですか？

　年金見込額試算照会は、社会保険事務所
等で行っています。55歳以上の人から利用
できます。電話やインターネットを利用し

て申し込むことが可能ですが、現在のところ回答
は文書で送られます。55歳未満の人は、社会保険
庁のホームページ上（http://www.sia.go.jp/）で
年金額の簡易試算ができますので、ご利用ください。

国民年金の加入記録を調べたいのですが？

　社会保険庁では、老齢基礎年金をもらう
ために必要な加入期間を満たしている58歳
以上の人に、それまでの期間や加入年金制

度などを記載した「年金加入記録のお知らせ」を
本人宛に送付するサービスをしています。（社会
保険業務センターから送付しています。）
　それ以下の年齢の人は、最寄の社会保険事務所
や市役所等で問い合わせることができます。その際、
年金手帳（基礎年金番号）を持参して下さい。
　 ま た 、 社 会 保 険 庁 の ホ ー ム ペ ー ジ
（http://www.sia.go.jp/）でも所定の手続をすれ
ば年金加入記録照会ができます。

　日本国内に住む20歳以上60歳未満の人は、
すべて国民年金に加入することになってい
ます。したがって学生であっても加入し、

保険料を納めなければなりません。
　しかし、学生本人の所得が一定以下の場合には、
在学中の保険料を卒業後に後払い 10年以内 でき
る「学生納付特例制度」があります。 ３年目か
らは当時の保険料に加算額がつきます。

　国民年金は社会全体が連帯し、現役の世
代が現在の高齢者の生活を支えるという世
代間扶養の仕組みになっています。経済社

会が変化して物価が変動しても、暮らしに大きな
影響を与えないような年金を保障しています。（物
価スライド制）
　さらに加入中に納めた保険料は、全額社会保険
料控除の対象になります。

◎問合せ先
●市民環境部国民健康保険課　055-262-4111（内線124） ●甲府社会保険事務所　055-252-1441





■申込期間

■受　　付

■その他

◎問合せ先

　平成１７年１１月1日（火）より１１月３０日（水）までの間、午前９時から午後５時の間に受け付けます。
期間を過ぎても定員に達しない講座は、各窓口に掲示して再募集をする場合があります。

　規定の申込書（コピー可）により、持参、郵送、ファックスにて受け付けます。持参、郵送の場合は、「八
代町南917八代分庁舎内　笛吹市教育委員会社会教育課」窓口及び「各地域の教育委員会事務所」窓口で受け
付けます。（各施設等の閉庁日、休館日を除きます）
　ファックスにてお申し込みの方は申し込み様式に必要事項を記入し、笛吹市教育委員会社会教育課市民講座
担当宛にお送りください。

○各講座は概ね90分としていますが、講座により多少の前後があります。また、時間設定が特殊な講座については
各蘭に記します。

○それぞれの講座には講座番号が記してあります。お申込の際には必ず講座番号と講座名の両方をご記入ください。
枝番号がある場合には枝番号もご記入ください。

○応募者多数による抽選の際は、笛吹市民を優先します。

○申込書は、市内各支所及び図書館、各教育委員会事務所窓口等に置いてあります。または、このページをコピー
してご記入ください。

○応募者が定員を超えた場合は、抽選により受講者を決定します。希望者が一定の数に達しない場合等は、講座を
取りやめることもあります。

○受講が決定した方には、講座受講者決定通知書をお届けします。

○材料費、テキスト代、使用料、入場料、保険料等の負担金が必要な講座の受講者は、費用を先に納入して頂きます。
講座受講者決定通知書の中で指定する銀行口座へ、必要金額を振り込んでください。期限までに納入の無い場合
はキャンセルしたものとみなされますのでご承知ください。

○自己都合により受講ができなくなった場合は受講者負担金の返金はできません。主催者の都合により講座が行わ
れなかった場合は、振込み手数料を除き返金いたします。　

○負担金等が1,000円未満の場合は初回講座にご持参いただきます。

055－265－4856
〒406－8555笛吹市八代町南917　笛吹市教育委員会社会教育課市民講座担当

ファックス番号：
送 付 先 ：

キリトリ

笛吹市民講座「スコレー大学」受講申込書

〒
住　所

電話番号

生年月日 明・大・昭・平　　　年　　　月　　　日

ふりがな 男・女

申込者氏名

希望する講座番号 講　座　名

●笛吹市教育委員会　社会教育課　市民講座担当　０５５－２６５－４８５２
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４
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■
日
時
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〜
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付
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ー
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）

　
午
前
９
時
30
分
〜
午
後
２
時

■
場
所

　
笛
吹
市
ス
コ
レ
ー
セ
ン
タ
ー

■
内
容

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
展
示
・
体
験
コ

ー
ナ
ー
、バ
ザ
ー
・
模
擬
店
な
ど（
フ
リ

ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
は
中
止
い
た
し
ま
す
。）

■
問
合
せ
先

　
笛
吹
市
社
会
福
祉
協
議
会

　
☎
０
５
５
―
２
６
５
―
５
１
８
２

　
甲
府
刑
務
所
で
は
、
次
の
と
お
り
甲

府
矯
正
展
を
開
催
し
ま
す
。

■
日
時

　
平
成
17
年
11
月
23
日
（
水
）

　
午
前
９
時
〜
午
後
３
時

■
場
所

　
甲
府
刑
務
所

■
内
容

刑
務
所
見
学
、
刑
務
所
広
報
パ
ネ
ル

の
展
示
、
性
格
判
断
テ
ス
ト
体
験
コ

ー
ナ
ー
、
作
業
製
品
の
展
示
・
販
売

■
問
合
せ
先

　
〒
４
０
０
―
０
０
５
６

　
甲
府
市
堀
之
内
町
５
０
０

　
甲
府
刑
務
所
企
画
部
門

　
☎
０
５
５
―
２
４
１
―
８
８
７
８

　
帝
京
学
園
短
期
大
学
で
は
、
授
業
の

一
環
と
し
て
人
形
劇
と
オ
ペ
レ
ッ
タ
に

取
り
組
み
、
次
の
と
お
り
上
演
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

　
皆
さ
ん
の
ご
来
場
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

■
日
時

　
平
成
17
年
11
月
30
日
（
水
）

　
第
１
部
午
前
11
時
〜
12
時
30
分

　
（
開
場
午
前
10
時
30
分
）

　
第
２
部
午
後
２
時
〜
３
時
30
分

　
（
開
場
午
後
１
時
30
分
）

■
場
所

　
山
梨
県
民
文
化
ホ
ー
ル
小
ホ
ー
ル

■
入
場
料
　
無
料

■
問
合
せ
先

　
帝
京
学
園
短
期
大
学

　
☎
０
５
５
１
―
３
６
―
２
２
４
９

　
（
担
当
藤
巻
・
三
井
）

　
県
が
管
理
す
る
道
路
、河
川
、公
園
な
ど

一
定
の
区
間
を
美
化
活
動
し
て
み
ま
せ
ん

か
。こ
の
事
業
は
地
域
ん
の
自
治
会
、商
店

会
、老
人
ク
ラ
ブ
、住
民
、企
業
や
学
校
の

み
な
さ
が
対
象
で
す
。申
し
込
む
場
合
は

５
人
以
上
の
グ
ル
ー
プ
で
お
願
い
し
ま
す
。

■
問
合
せ
先

　
峡
東
振
興
局
石
和
建
設
部

☎
０
５
５
―
２
６
２
―
１
９
７
６

　
職
場
内
で
の
労
働
関
係
の
ト
ラ
ブ
ル

解
決
は
、簡
易
・
迅
速
な
個
別
労
働
紛
争

解
決
制
度（
無
料
）を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ
先

　
山
梨
労
働
局
総
務
部
企
画
室

　
☎
０
５
５
―
２
２
５
―
２
８
５
１

　
甲
府
労
働
基
準
監
督
署

　
☎
０
５
５
―
２
２
４
―
５
６
１
１

Ｊ

Ｒ

Ａ

東

京

競

馬

場

船
　
　
一
　
郎
　
様

（
東
京
都
府
中
市
）

場
長

　
マ
イ
カ
ル
　
石
和
サ
テ
ィ

井
　
出
　
　
実
　
様

（
石
和
町
松
本
）

店
長

（株）

全国のどこでもだれでも入学可
納。放送を利用した特色ある教
育課程で3年間で高校卒業資格
が得られます。基本は自宅での
学習。登校は月に1～2回です。

中学校を卒業した方、
または平成18年3月に
卒業見込の方。高等
学校中退者ほか。

3年（ただ
し転編入

講座により
3カ月から
1年まで。ほ
かに延長期
間あり。

ご請求により入学
案内書と願書をお
届け。願書提出後、
面接などと合せて
合否を通知

高卒程度認定試験の科目と
同じ科目を1年間で8科目ま
で自由に選んで学習でき、単
位を取得した科目は、高卒程
度認定試験が免除されます。

中学校を卒業した方、
平成18年3月に卒業見
込の方。高等学校中
退者ほか。

介護福祉士の養成と地域社
会を創るコミュニティ・ボラ
ンティアの育成を目指して
います。介護福祉士受験資格
取得可能。

高等学校を卒業した
方、または平成18年3
月に卒業見込の方。

ご請求により案内
書と願書をお届け。
願書、課題作文等
により入学選考。

高齢者や障害者に対して福
祉に関する相談援助を専門
的に行う国家資格・社会福祉
士を目指します。受験資格取
得可能。

①4年制大学卒業者。
②短大、高校卒業後
福祉施設で2～4年以
上の相談援助業務の
経験のある方。

ご請求により案内
書と願書をお届け。
願書、小論文によ
り選考。

趣味や教養、資格から実用ま
で。目的に合わせて200以上
の講座・コースがあります。
これまでに460万人あまり
の方がご受講されています。

ご請求により案内
書をお届け。電話・
FAX・ホームペー
ジから申込み受付
可能。

通年申込受付（時
期により教材お
届けに3週間ほど
かかることがあ
ります）

必着

必着1年

平成18年2月1日～
平成18年4月20日

平成18年2月1日～
平成18年3月1日

平成17年12月20日～
平成18年3月2日

選科

普通科

2年

2年

一般

必着

必着

－生涯学習通信講座

厚生労働省指定
社会福祉士養成課程

専攻科・社会福祉コース
※教育訓練給付制度対象

広域通信制
高等学校

名称 目的・特徴 履修年数 募集対象 申込方法 願書受付 消印有効

※年齢はどの講座についても制限はありません。

NHK学園学生・受講者募集

■案内書、願書の請求・問合せ先
　〒186-8001東京都国立市富士見台2-36
　NHK学園 TEL：042-572-3151（代）FAX：042-574-1006
　ホームページ http://www.n-gaku.jp
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